
                              

   国際機関 日本アセアンセンター 

 

この度、国際機関日本アセアンセンターは、駐日インドネシア大使館経済部及びインドネシア貿易振興センターと共に

「インドネシア-日本オンラインビジネスセミナー（持続可能なパーム油のインドネシア国内規定）」を共催いたします。 

パーム油は加工食品から洗剤や医薬品など多用途で使用されており、ほかの植物油脂より単位面積あたりの収穫が

多く安価であることから、泥炭湿地などの伐採、先住民との紛争、気候変動、労働問題などの社会課題も増加しました。

こうした課題解決のために 2004 年 4 月には「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」が設立され、消費国

側での持続可能なパーム油の生産と利用が促進されています。現在日本では燃料の安定調達の観点からバイオマス

液体燃料となるパーム油の固定価格買取制度(Feed-in tariff: FIT)を RSPO認証制度に沿って実施しています。 

パーム油の生産量世界一のインドネシアでは、政府が 2011 年に持続可能なパーム油のインドネシア国内規定

(ISPO)という経済的、社会文化的に適切で持続可能なパーム油事業における基準となる認証制度を導入しました。

ISPO はパーム油事業に携わる小規模農家を含むすべての事業運営者（栽培、加工、土地管理者等）を対象に、

生物多様性の保全と持続可能な事業運営の基準を満たす認証取得を義務付けています。 

昨年 11月に ISPO の法規改正が行われました。パーム油事業を行う日本企業様を対象とする本ウェビナーでは、

FIT制度の概要をはじめとし、改正されたインドネシア大統領令 No.44/2020 (認証システム)及びインドネシア農業

省法令 No.38/2020 (ISPO実施要項)に焦点をあててウェビナーを開催いたします。 

皆様の奮ってのご参加をお待ち申し上げます。 

日時 2021年 3月 2日（火）15時 00分-17時 30分（日本時間） 

会場 オンライン 

プログラム 

(予定) 

15:00 – 15:15 開会挨拶 国際機関日本アセアンセンター 事務総長 藤田 正孝 
15.15 – 15.30 歓迎挨拶 駐日インドネシア共和国大使館 

15:30 – 16:00 FIT（固定価格買取制度）におけるパーム油の取り扱いについて 

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課 課長補佐   

神沢 吉洋 氏 

16:00 – 16:30 大統領令 No. 44/2020 （認証システム）について 

経済担当調整省 食料・農業調整局長 Mrs. Musdhalifah Machmud 

16:30 – 17:00 農業省法令 No. 38/2020 （ISPO 実施要項）について 

農業省 農園局長 Mr. Kasdi Subagyono 

17:00 – 17:20 質疑応答  

17:20 – 17:30 閉会挨拶 
 

主催 国際機関日本アセアンセンター・駐日インドネシア大使館経済部・インドネシア貿易振興センター 

定員 100名（予定） 対象 パーム油事業に携わる日本・インドネシア企業様 

言語 
日本語及びインドネシア語 

 (逐次通訳) 
参加費 無料 

お申込み 
下記 Web よりお申し込みください 

https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.aspx?id=30068951 

連絡先 

国際機関日本アセアンセンター 貿易投資クラスター 

TEL: 03-5402-8006 / Fax: 03-5402-8007 

小野( info_ti@asean.or.jp ) 

 

「インドネシア-日本オンラインビジネスフォラム 

（持続可能なパーム油のインドネシア国内規定）」の開催 
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